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社会的養護を必要とする方を対象とした                 

川崎市の学習支援費加算についてのご案内 
 
平成３０年４月から、里親家庭や児童養護施設などの児童を対象に、国の措

置費に加え、児童の個性に応じた学習支援を行うための加算（学習支援費加算）
を実施しています。 

 

Ⅰ 学習支援費加算の概要 

（１） 本加算の趣旨 

基礎学力の確実な習得には、低年齢時から学習習慣を身に着け、自分が理解できる段階か

ら順を追って進めていくことが重要であり、児童の理解度や集中できる時間等に応じた基礎

からの個別指導等が有効であると考えられます。 

 本事業により基本的な生活支援に加え、福祉・教育に通じている NPO や地域人材、塾、

家庭教師等を活用し、それぞれの児童に合った学習支援が可能な環境構築を図ります。 

 

（２） 本加算の対象者  

 里親、ファミリーホーム、自立援助ホーム、児童養護施設、児童心理治療施設に措置され

ている者で、小学生以上の者 

 

（３） 本加算の対象経費 

学習習慣の定着や学力向上のために学習支援を行うための経費 

ア 地域人材・NPO 法人等を活用した学習支援に係る経費の実費 

イ 里親、施設職員が行う学習支援に係る経費の実費 

ウ 塾及び家庭教師に係る経費の実費 

 

（４） 本加算の加算金額 

 対象経費の実費（国基準で支弁される額を超える額） 
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Ⅱ 地域人材・NPO 法人等を活用した学習支援経費 

（１） 概要 

 地域の NPO 法人や各種団体が実施する学習支援を利用する場合や、地域人材等を施設等

へ招いて学習支援を受ける場合、地域人材等を施設等で雇用して学習支援を行う場合の経費

を支弁します。 

 

（２） 対象経費 

 謝礼、報酬、交通費、教材費等の実費 

 

（３） 申請方法 

他の措置費と併せて、対象経費の領収書や契約書等を添付して請求してください。 

 

（４） 施設等で地域人材等を雇用する場合の取扱い 

 施設等において地域人材等を直接雇用する場合にあっては、同一職員に対して加配職員雇

用費加算との併用はできません。また、その際は、自立支援・学習支援員に係る月例給相当

額及び賞与相当額の合計額を限度とします。 

（請求時に対象者への給与支給額が確認できる書類が必要です。） 

 

Ⅲ 教材等を活用した学習支援経費 

（１） 概要 

 里親や施設職員が市販の教材や通信教育に係る教材等を活用して学習支援を行う場合の

経費を支弁します。 

 

（２） 対象経費 

 教材費等の実費（国基準の補習費が支弁される場合は、補習費の支弁額を超える額） 

 

（３） 申請方法 

他の措置費と併せて、対象経費の領収書や契約書等を添付して請求してください。 
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Ⅳ 塾及び家庭教師に係る経費 

（１） 概要 

 小学生以上の児童が塾や家庭教師を利用する場合の経費を支弁します。 

 

（２） 対象経費 

 塾及び家庭教師に係る費用の実費（入会金、授業料、講習会費、模擬テスト代、交通費等） 

（国基準の塾代・補習費が支弁される場合は、国基準の支弁額を超える額） 

 

（３） 申請方法 

他の措置費と併せて、対象経費の領収書や契約書、証明書等を添付して請求してください。 
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Ⅴ Q＆A 

Q１ 学習に関する費用であれば、全て本加算の対象となるのですか。 

A１ 本加算は、児童の個性に応じ、学校での学習の理解をするための補助や、進学に通常

必要となる学力・学習習慣を身に付けることを趣旨とするものですので、その趣旨になじ

まないもの、特に高い能力を目ざすもの等については対象外となります。具体的には個別

に審査しますので、疑義がありましたら事前に担当までお問い合わせください。 

 

Q２ 国の措置費との関係を教えてください。 

A２ 本加算の対象経費に該当するものについては、基本的には実費を本加算により支弁し

ますが、他の制度や国の措置費（学習塾費・学習指導費加算等）で支弁されるものについ

ては、その額を超える分を本加算により支弁します。 

 

 小学生 中学生 高校生 

塾 市（全額） 国（全額） 

※国の家庭教師費・通信教育

費と併用不可 

国（20,000 円） 

 （高３は 25,000 円） 

※国の家庭教師費・通信教育

費と併用不可 

市（残りの全額） 

家庭教師 市（全額） 国（２5,000 円） 

※国の塾費・通信教育費と併

用不可 

市（残りの全額） 

国（２5,000 円） 

※国の塾費・通信教育費と併

用不可 

市（残りの全額） 

通信教育 市（全額） 国（20,000 円） 

※国の塾費・家庭教師費と併

用不可 

市（残りの全額） 

国（20,000 円） 

 （高３は 25,000 円） 

※国の塾費・家庭教師費と併

用不可 

市（残りの全額） 

教材費 国（8,200 円） 

市（残りの全額） 

国（8,200 円） 

市（残りの全額） 

市（全額） 

その他 

地域人材等 

市（全額） 市（全額） 市（全額） 
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Q３ 本加算に上限額はあるのですか。 

A３ 本加算は児童の個性に応じて最適な学習支援を行うことを目的としており、一律の上

限額は設定していません。しかしながら、適正な公費の執行の観点から、社会通念上適正

な金額であるかについては、支出を行うなかで個別に審査を行います。 

  また、地域人材を施設等で直接雇用する場合については、別に定める一定の上限額を設

定しています。 

  

Q４ 義務教育を終了し高校には通っていませんが、本加算の対象となりますか。 

A４ 本加算は義務教育卒業後の年齢で高等学校等に通学していない方も対象となります。 

 

Q５ ノート等の学用品は対象となりますか。 

A５ 学用品は他の措置費（教育費・特別育成費）の対象となるため、本加算の対象外です。 

 

Q６ 音楽教室やスポーツ教室等は対象となりますか。 

A６ 本加算は学習習慣の定着や学力向上のために学習支援を行うためのものであり、それ

以外のものは対象外となります。 

 

Q７ 英語検定の検定料等は対象となりますか。 

A７ 検定料については対象外ですが、学習習慣の定着や学校での学習の補助を目的として、

英語検定等の書籍などの教材を利用する場合には教材費については対象となります。 

 

Q８ 英語学習のための経費は対象となりますか。 

A８ Q１の趣旨のとおり、学校での学習の理解をするための補助や、進学に通常必要とな

る学力・学習習慣を身に付けることを趣旨とするものについては対象となります。 

 海外留学を目的としたものなど、特に高い能力を目ざすものについては、本加算の対象

外となります。 

具体的には個別に審査しますので、疑義がありましたら事前に担当までお問い合わせ

ください。 

 

Q９ 通信教育にタブレット端末が受講料に含まれるものは対象となりますか。 

A９ 通信教育の費用と別にタブレット端末を用意する必要がある場合には、タブレット端

末の費用は対象外となります。（通信教育の実施機関がタブレット端末の購入をあっせ

んしている場合等も対象外です。） 

一方、通信教育の教材費に当該講座専用のタブレット端末等がパッケージとして含ま

れており、受講費に含まれていて分割することができない場合には対象となります。 

また、タブレット端末を個別に購入し、学習用のアプリケーションを導入するもの等

については対象外となります。 
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Q10 塾や家庭教師は複数のものを併用することはできますか。 

A10 本加算は児童の個性に応じて最適な学習支援を行うことを目的としており、一律に

併用の制限は設けていません。しかしながら、塾や教材等が児童の学力に合ったもので

あるか、児童の負担となっていないか等を勘案していただき、適切な活用をお願いいた

します。 

 

 

Q11 不登校児童生徒を対象とした各種支援については対象となりますか。 

A11 学校教育法に定める高校等（高等学校、高等専門学校、専修学校高等課程、各種学

校）や技能教育施設に係る入学金、授業料、教材費、交通費等の経費については、国

基準の特別育成費で対応すべきものとなりますので、本制度の対象外となります。 

 

Q12 高校等の授業料や教材費、入学金等が国基準の措置費では不足するが、その分につ

いては対象となりますか。 

A12 本加算は、通常の学校での学習に加えて、児童の個性に応じた学習支援を行うため

の経費が対象となります。学校での学習のための各種経費については、他の措置費（教

育費・特別育成費）で対応すべきものとなるため、本加算の対象外となります。 

 

Q1３ 市販の教材費の支弁額を教えてください。 

A1３ 購入月分の措置費として支弁しますが、対象となる児童が国措置費の学習支援費加

算（月額単価 8,200 円）の対象となっている場合には、当該額を超えた場合に本加

算の対象となります。 

 

Q1４ 市販の教材を購入する場合は、まとめて購入してもよいのでしょうか。 

A1４ 措置費の算定は各月ごとに行った学習支援に対し、各月ごとの措置費として支払い

を行うことが基本となります。市販の教材についても、概ね各月に学習するものを月

ごとに購入していただくようお願いします。 

 

Q1５ 塾や通信教育に要する費用を一括払いした場合は、どのような取扱いとなりますか。 

A1５ 塾や通信教育に要する費用は、月ごとに実施されたことを確認した上でお支払いを

する必要があります。そのため、原則として一括払いではなく、月ごとの支払い方法

で処理いただくようお願いします。 

    一括払いを行った場合には、対応する月が経過した後で、証明書等を確認した上で

支払いを行うこととなりますのでご了承ください。 
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例１ 

高校２年生の塾代４月～８月までの月謝（各月２万５千円、夏期講習５万円）を４月

に一括払い（15 万円）した場合で、９月上旬の締切日までに市に書類を提出した場

合 
     

  支弁額の計算 

   国基準額 20,000 円×５か月＝100,000 円 

   市基準額 5,000 円×５か月＋50,000 円＝75,000 円 

支払方法 

   ８月分（９月支払い）の措置費として上記額を支弁 

例２ 
 小学生の通信教育（４月～３月）分（１０万円）を４月に一括払いした場合で、5 月

上旬の期限までに市に証明書等を提出した場合 
   

 支弁額の計算 

   国基準額      0 円 

   市基準額    １０万円 

支払方法 

   翌年３月分（翌年４月に支払い）の措置費として上記額を支弁 

 

 

 

 

Ⅵ 問い合わせ先 

  

〒210－8577 

川崎市川崎区宮本町 1番地 

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 児童福祉担当 

 

電話  044－200－2929 

メール 45zidohu@city.kawasaki.jp 

mailto:45zidohu@city.kawasaki.jp
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研修受講に係る交通費の支払いについてのご案内 
 

令和３年４月から、厚生労働省による里親支援メニューの拡充により、里親

登録のための認定前研修等に参加された場合、交通費がお支払いできること

になりました。 

 
 

１ 支弁対象となる研修 

・里親登録のための研修 

認定前研修、施設実習、振返り研修、新任研修 

 

・里親登録更新のための研修 

専門里親認定研修、更新研修 

 

・その他研修 

フォスタリング機関が実施する登録里親に向けた養育の質の向上を図る研修 

 

※サロンや交流会などは対象となりません 

※交通費の支弁であるため、オンライン研修等、自宅で実施したものは対象となりません 

※基礎研修・個別面談等は対象となりません 

２ 支弁額 

研修１件当たり日額 3,490 円 （※令和３年４月１日以降に実施した研修が対象です） 

３ 支払時期 

令和６年５月頃 
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４ 請求について 

研修を実施した各機関に出席情報を確認し、支払を行いますので、受講された皆さまから

の請求手続きは不要ですが、お支払いには、口座情報が必要になりますので、口座振替払

登録がまだの方は登録届をご提出ください。 

５ 口座振替依頼書の記入にあたっての注意事項 

・依頼書右上の代表者印にも印鑑の押印が必要ですのでご注意ください 

・通帳の写しも合わせてご提出ください 

６ 口座振替依頼書の提出先 

新規に里親登録申請を行う方 

口座振替依頼書、通帳の写しを実習申込書と一緒にこども家庭センター里親担当まで提出

してください。 

川崎市こども家庭センター（中央児童相談所） 

〒２１２－００５８ 

川崎市幸区鹿島田１丁目２１番９号 

（電話）０４４－５４２－１２３４ 

 

既に里親登録をしている方 

口座振替依頼書、通帳の写しを児童家庭支援・虐待対策室 児童福祉担当 

まで提出してください。 

Ⅵ 問い合わせ先 

  

〒210－8577 

川崎市川崎区宮本町 1番地 

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 児童福祉担当 

 

電話  044－200－2929 

メール 45zidohu@city.kawasaki.jp 
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(児童家庭支援・虐待対策室　児童福祉担当)


